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石綿による疾病の認定基準の運用等について

石綿による疾病の認定基準(以下「認定基準」という。)については、本日付け基

発 0329第2号「石綿による疾病の認定義準についてjをもって改正されたが、この事

務処理に当たっては、下記の事項に留意されたい。

配

1 夜線小体の計測について

認定基準の記の第Sの1の(1)では、乾燥締における宥綿小体の針波i方法を特定し

ているが、当該方法による計測ができないときは、その対応について本省に熊会す

ること白

2 認定基準の周知等について

(1) 思定基準の周知

認定基準の別添として示された医学的事項も含め、医師等の濁係者に対して認

定基準の内容の周知に努めること。

なお、周知用リーフレット等については、，SIJ途作成の上、送付する予定である。

(2) 研修の実施

地方労災医員を対象とした研修を実施する予定としているが、詳細については

別途通知する。

3 語審査中の事案等の取扱いについて

認定基準発出日において調査中の事業及び審査請求中の事案i立、改正後の認定基

準iこ義づいて決定すること。



また、認定基準発出日において係争中の訴訟事業のうち、改正後の認定義準に基

づいて判断した場合に、訴訟退行よの問題が生じる可能性のある事件については、

当課労災保検審理案に協議すること。

4 本省報告

認定義準の言自の第2の2の(5)に掲げる作業に従事した事案については、平成 18

年 6月6臼付け基労檎発 0606001号及び向日付け基労補発第 0606002号の調査実

施要領を改訂するまでの問、務求があった時点で当課職業病認定対策室に報告す

ること。

5 通達の改廃毒事

(1) 平成 19年3月 14日付け基労補発第 0314001-l号「石綿による肺がん事案の事務

処理についてJは廃止する。

(2) 平成 22年7月 1日付け義労檎発 0701j窮1号 rr特j}IJ遭族給付金に係る対象疾

病の認定について」の一部改正に係る運用に関し留意すべき事項についてj につ

いては、所要の読み答えを行い、引き続き運用すること。
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